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令和７年度（2025年度） 

八王子市職員採用試験募集要項≪任期付職員≫ 

 

１ 募集内容                                   
 

職種 試験区分 
採用 

予定者数 
任期 受験資格 

一
般
行
政
職
（
任
期
付
） 

任Ｃ 

看護教員 

(主任級または主事級) 

(大卒程度) 

（※1） 

 

1名 

R8.4.1 

～ 

R11.3.31 

以下の要件のいずれかを満たす方 

① 看護師等学校養成所の専任教員資格

を有する方 

② 業務経験（※2）が3年以上で、教育に

関する科目(※3) を大学において履修

して卒業もしくは大学院において履修

した方 

※1 保健師、助産師、看護師又は看護教員として従事した通算期間が 7年以上ある方につ 

いては、原則として主任級採用となります。 

※2  対象となる業務経験は、次のとおりです。 

保健師養成所は保健師、助産師養成所は助産師、看護師および准看護師養成所は保健師、

助産師又は看護師としての経験 

※3  教育の本質・目標、心身の発達と学習の過程、教育の方法・技術及び教科教育法に関す

る科目のうちから、合計４単位以上 

 

仕事内容                                             

市立看護専門学校での教員業務 等 

  

試験区分 任C 
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２ 申込方法                                                             

  受験申込はインターネットで受け付けます。 

なお、申込・提出書類は試験に含まれます。返却しませんのでご了承ください。 

 

申込方法 

採用試験専用サイトから申込 

※「第一次試験 論文試験」の解答については、採用試験専用サイトのマイ

ページにある指定フォームに入力してください。なお、 論文試験の課題は

市HPに掲載します。 

受付期間 令和8年（2026年）1月15日(木）10：00 から 1月22日（木）13：00まで 

必要書類 受験資格を有することの証明書類 

採用試専用 

サイトURL 
https://mypage.3030.i-webs.jp/hachioji-city2025/ 

※ 申込期間が重複する他の試験区分について、複数の試験区分への申込みや申込後の 

試験区分の変更はできません。 

  

任期付職員とは 

任期付職員は、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」に基づいて

任用する職員のことで、専門知識経験を必要とする業務や一定期間内で終了する又は一

定期間内に業務量の増加が見込まれる業務のために、あらかじめ任期を定めて任用する

職員です。 

 本市ではこの法律に基づき「八王子市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例」を設置しています。 

試験区分「任Ｃ」は専門知識経験を要する職員としての募集です。 

https://mypage.3030.i-webs.jp/hachioji-city2025/
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３ 試験の流れ                                                           

 

 実施内容 概要 合格発表 

第一次試験 

書類審査 申込内容の審査                                                                                                                                                                                                        

１月29日 
（木） 
予定 

論文試験 

課題に対する記述式試験 

【出題数及び文字数】 

1題（800字以内） 

※課題は1月15日（木）に市HPで公開します。 

解答については、マイページにある指定フォ

ームに入力してください。 

【提出締切】 

 1月22日（木）13：00 

事務能力試験 

【実施方式】 

Web方式（採用試験専用サイトで受験） 

【受験期間】 

1月15日（木）10:00～1月22日（木）13：00 

第二次試験 口述試験 

個別面接（対面）による試験 

【実施日及び会場】 

2月3日（火）～6日（金）の指定する日時  

八王子市役所内会議室等 

2月13日 
（金） 
予定 

 

 

４ 採用の方法                                                                 

⚫ 最終合格者を高得点順に採用候補者名簿に登載し、採用の必要が生じたときに、順に採用します。 

⚫ 採用候補者名簿の有効期間は、原則として名簿登載から1年間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

５ 勤務条件等                                                                

 

初任給 

初任給は、各人の卒業時年齢及び学歴・職歴等によって算出されます。 

 大学卒業後実務経験 7 年の場合（主任級で任用のとき）   

月額 313.200 円～325,150 円 

 大学卒業後実務経験 10 年の場合（主任級で任用のとき）  

月額 313.200 円～346,960 円 

 大学卒業後実務経験 3 年の場合（主事級で任用のとき） 

月額 289.190 円～296,040円 

 大学卒業後実務経験 5 年の場合（主事級で任用のとき） 

月額 293.720 円～305,080円 

※令和 7 年（2025 年）4 月 1 日現在の給料月額に地域手当を加えたものです。 

 

 この初任給は、目安であり、採用時の給料を約束するものではありません。 

 採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。 

 通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当、退職手当等の手当制度がありま

す。 

勤務条件 

原則として月曜日～金曜日、午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

（1 日 7 時間 45 分） 

※配属先のローテーションにより土曜日・日曜日・祝日の勤務があることがあります。 

休暇等 年次有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇等 

保険 
共済組合に加入し、地方公務員災害補償法が適用されます。雇用保険には加入できま

せん。 

 

 

６ 注意事項                                                                                

【申込時】 

⚫ 地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方は受験できません。 

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 

 八王子市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 

 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、同法第六十条から六十三条までに規定する罪

を犯し刑に処せられた者 

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

⚫  受験にあたり、車椅子での来場等を希望される場合は事前にご連絡ください。 
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【受験時】 

⚫ 事務能力試験等はWeb方式、専用サイトでの受験です。申込や受験に係る通信料等は受験者の負担

となります。受験場所は任意ですが、ご自身で個人情報等の扱いに十分注意してください。また、

できる限り安定した通信環境で受験してください。通信の不具合等による事故について、市は一切

の責任を負いません。 

⚫ 各次試験の受験方法等詳細は、受験対象者に対し採用試験専用サイトで個別に通知します。 

⚫ 日程変更等の重要なお知らせは、採用試験専用サイト及び八王子市ホームページに掲載します。 

 

 

７ その他                                                                

⚫ この試験において市が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的への使用

は一切しません。ただし、採用者の個人情報は人事情報として使用します。 

⚫ 受験資格の有無、申込書記載事項の真否等について調査します。なお、申込書記載事項に虚偽があ

った場合、職員として採用される資格を失う場合があります。 

⚫ 八王子市職員採用試験は、市民の皆さんの貴重な税金を使って実施します。申込者は必ず受験する

ようお願いします。 

⚫ 社会情勢等により、試験日程や試験内容が変更となる場合があります。変更となった場合は、採用

試験専用サイト及び八王子市ホームページに掲載します。 

⚫ 各試験の結果は、合否にかかわらず、当該試験受験者全員に採用試験専用サイトで通知します。 

⚫ 最終合格者は、全試験の成績を総合的に判定し、決定します。 

 

 

 

 

※ 試験内容に関しては、記載してあること以外はお答えできません。 

 

八王子市 総務部 職員課 

〒192-8501東京都八王子市元本郷町三丁目 24番 1号 

＜電話＞ 042-620-7254（直通） 

＜E-mail＞saiyo@city.hachioji.tokyo.jp 


